
け
い
じ
ば
ん

け
い
じ
ば
ん
（
お
知
ら
せ
）

2024.５ 20

水   5/8 金   6/7

作州津山
宮川朝市

21 2024.５

（
お
知
ら
せ
、
募
集
、
講
座
・
講
演
会
）

[通常開庁時間］平日午前８時30分～午後５時15分　[時間延長窓口］毎週金曜日午後７時まで
[時間延長の業務内容］戸籍、住民票、印鑑登録、印鑑証明書、パスポート交付、国民健康保険、
　 後期高齢者医療、年金、介護、市民税、固定資産税、税証明、納税

とき　７月９日㈰午前７時～10時（売り切れ次第終了）
ところ　宮川河川敷・城北橋西詰（山北）
問ビジネス農林業推進室 ☎ 32-2178

放し飼いの鶏の卵、
新鮮野菜、手作り加
工品など

―
―
―
― 

共
通
項
目 

―
―
―
―

　
日
本
赤
十
字
社
の
災
害
救
護
な

ど
の
活
動
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の
活

動
資
金
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

町
内
会
を
通
じ
て
、
会
員
・
寄
付

を
募
集
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
『
広
報
津
山
』
今
月

号
の
折
り
込
み
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
生
活
福
祉
課
☎
32
－
２
０
６
３

と
き　
５
月
18
日
㈯
午
後
１
時
30

分
～
４
時
30
分

と
こ
ろ　
美
作
大
学
（
北
園
町
）

対
象　
令
和
７
年
度
に
市
内
の
保

育
園
（
所
）、
認
定
こ
ど
も
園

に
就
職
を
希
望
す
る
保
育
士

（
令
和
６
年
度
中
途
採
用
希
望

者
、
資
格
取
得
見
込
み
の
人
を

含
む
）

申
込
方
法　
津
山
市
保
育
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

申
し
込
む

締
め
切
り　
５
月
13
日

㈪
問
同
協
議
会
事
務
局
（
津
山
市
総

合
福
祉
会
館
内
）

　
☎
24
－
７
０
８
０

と
き　
５
月
26
日
㈰
午
後
０
時
20

募
集
人
数　
15
人
程
度

雇
用
期
間　
６
月
１
日
㈯
～
９
月

29
日
㈰

勤
務
時
間　
Ａ
＝
午
前
９
時
～
正

午
、
Ｂ
＝
午
後
１
時
～
５
時

（
週
20
時
間
未
満
の
勤
務
。
６

月
と
９
月
は
Ｂ
の
み
）

勤
務
内
容　
遊
泳
者
の
監
視
と
救

護
、
施
設
管
理
（
清
掃
・
入
場

料
の
受
領
）

応
募
資
格　
次
の
す
べ
て
に
当
て

は
ま
る
人
①
満
18
歳
以
上
で
心

身
と
も
に
健
康
②
プ
ー
ル
で
救

助
活
動
が
で
き
る
③
地
方
公
務

員
法
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な

い
申
込
方
法　
加
茂
町
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の
申
込
書

に
記
入
し
、
郵
送
ま
た
は
窓
口

で
直
接
提
出
す
る

締
め
切
り　
５
月
10
日
㈮
午
後
５

時
15
分
必
着

※
試
験
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
〒
７
０
９
－
３
９
３
１
津
山
市

加
茂
町
中
原
４
９
３
－
３
津
山

市
加
茂
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

☎
42
－
３
３
５
８

分
～
（
受
付
＝
正
午
～
）

と
こ
ろ　
市
役
所
２
階
大
会
議
室

参
加
団
体　
津
山
市
、
真
庭
市
、

美
作
市
、
鏡
野
町
、
勝
央
町
、

美
咲
町
、
津
山
圏
域
消
防
組
合

申
し
込
み　
不
要

問
人
事
課
☎
32
－
２
０
４
３

　

専
門
講
師
か
ら
地
域
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
、
対
話
学
、
経
営
、

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
ど
に
つ
い
て

学
び
な
が
ら
、
地
域
の
仲
間
と
つ

な
が
り
を
深
め
、
と
も
に
成
長
を

目
指
す
講
座
で
す
。

と
き　
６
月
～
12
月
（
全
８
回
）

と
こ
ろ　
津
山
ま
ち
な
か
カ
レ
ッ

ジ
（
ア
ル
ネ
・
津
山
４
階
）

対
象　
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま

る
人
①
市
内
に
在
住
ま
た
は
在

勤
す
る
農
・
商
・
工
業
の
経
営

者
、経
営
幹
部
（
候
補
者
含
む
）

な
ど
②
令
和
６
年
４
月
１
日
現

在
で
原
則
満
50
歳
以
下
③
過
去

に
同
講
座
の
受
講
が
３
回
未
満

定
員　
20
人
程
度

受
講
料　
１
万
円
（
全
８
回
分
）

締
め
切
り　
６
月
７
日
㈮

※
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
同
事
務
局（
み
ら
い
産
業
課
内：

東
庁
舎
１
階
）

　
☎
24
－
０
７
４
０

　
農
業
を
営
む
た
め
の
畦あ

ぜ

焼
き
、

落
ち
葉
の
焼
却
な
ど
、
一
部
の
例

外
を
除
き
、
ご
み
の
野
焼
き
は
法

律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
ド
ラ
ム
缶
や
ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
を

使
っ
た
野
焼
き
も
禁
止
で
す

問
環
境
生
活
課
（
市
役
所
１
階
１

番
窓
口
）
☎
32
－
２
０
５
５

　
期
間
中
に
、
横
断
幕
・
懸
垂
幕

や
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
啓
発
動
画

に
よ
る
Ｐ
Ｒ
、
水
源
清
掃
な
ど
を

行
い
ま
す
。

　
水
道
の
課
題
や
現

状
に
つ
い
て
、
理
解

や
関
心
を
深
め
ま
し

ょ
う
。

問
水
道
局
経
営
企
画
室

　
☎
32
－
２
１
１
０

　
水
道
使
用
者
や
支
払
者
が
亡
く

な
っ
た
と
き
や
、
名
前
が
変
わ
っ

た
と
き
は
、
必
ず
水
道
局
に
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
が
な
い
と
、
送
付
物
が

届
か
な
い
こ
と
や
、
口
座
振
替
が

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ん
※
㆒
時
的
に
在
庫
が
無
い
場
合
が

あ
り
ま
す

■
マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
と
は

　
マ
ン
ホ
ー
ル

の
ふ
た
を
紹
介

し
た
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
カ
ー
ド

で
す
。
全
国
で

千
種
類
以
上
あ

り
ま
す
。

問
下
水
道
課
☎
32
－
２
１
０
０

　
会
議
や
研
修
、
ス
ポ
ー
ツ
、
催

し
な
ど
に
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

利
用
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
10

時
（
12
月
28
日
～
１
月
４
日
を

除
く
）

貸
出
施
設　
体
育
館
・
会
議
室
・

研
修
室
・
和
室
・
調
理
実
習
室

な
ど

申
込
方
法　
電
話
か
窓
口
で
直
接

申
し
込
む

※
利
用
料
金
な
ど
、
詳
し
く
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
津
山
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
勝
部
）
☎
22
－
５
４
５
０

届
出
方
法　
電
話
か
窓
口
で
直
接
、

必
要
事
項
を
伝
え
る

問
水
道
局
お
客
様
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
－
２
１
０
５

　
津
山
城
や
ご
ん
ご
（
か
っ
ぱ
）、

桜
な
ど
、
津
山
の
名
物
を
デ
ザ
イ

ン
し
た
マ
ン
ホ
ー
ル
の
ふ
た
を
紹

介
す
る
「
マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
」

を
配
布
し
て
い
ま
す
。

配
布
場
所　
津
山
観
光
セ
ン
タ
ー

（
山
下
：
☎
22
－
３
３
１
０
）

配
布
枚
数　
１
人
に
つ
き
１
枚

料
金　
無
料

※
取
り
置
き
や
郵
送
は
あ
り
ま
せ

加
茂
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

屋
内
プ
ー
ル
監
視
員
募
集

ご
利
用
く
だ
さ
い 

津
山
勤

労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

固定資産税 Ｑ＆Ａ
🅠　固定資産（土地・家屋）の名義人が亡くなり

ました。どんな手続きが必要ですか？
Ａ　令和６年４月から、相続登記の申請が義務化
されています。亡くなった人が土地・家屋の名
義人の場合は、法務局で所有権の変更手続きを
してください。
　　登記されていない家屋は、課税課に未登記家屋
の名義人を変更する届け出を提出してください。
　　なお、固定資産税は１月１日の登記名義人に
課税されます。名義人の変更が行われるまでの
間の書類などの管理・送付先となる、代表相続
人などの届け出を課税課に提出してください。

■問課税課資産税土地・家屋係（市役所２階４番窓口）
　☎ 32-2016

かんたん薬膳教室
　身近な食材で作ることができる夏の薬膳を学び、
自然の恵みの力で心と体を整えます。
とき　５月 23 日㈭午前 10 時～正午
ところ　中央公民館（大谷）
講師　久保敦子さん（国際中医薬膳師）
定員　16 人（応募者多数の場合は
　抽選）
参加費　1,000 円（材料費）
申込方法　電話または窓口で直接申
　し込む（平日午前９時～午後５時）
締め切り　５月 13 日㈪

■問中央公民館 ☎ 24-5111

マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
配
布
中

つ
や
ま
産
業
塾
「
経
営
能
力

開
発
講
座
」
第
28
期
生
募
集

募
　
　
集

「
つ
や
ま
の
保
育
」
合
同

ガ
イ
ダ
ン
ス 

参
加
者
募
集

水
道
使
用
者
な
ど
の

名
義
変
更
手
続
き

日
本
赤
十
字
社
会
員
・
寄
付
募
集

補助します　建築物耐震診断、
吹付けアスベスト調査・除去

　補助対象とならない場合があるため、必ず事前にお
問い合わせください。
建築物耐震診断補助金
　昭和 56 年５月 31 日以前に建てられた市内にある
建築物の、耐震診断に必要な費用の一部を補助します。
補助内容
①一戸建て住宅（木造２階建て以下）　一般診断（現

況診断）または補強計画に必要な費用の定額を補助
延床面積 200㎡未満＝診断費用 71,200 円のうち
60,000 円、延床面積 200㎡～ 300㎡未満＝診断
費用 80,300 円のうち 68,000 円

②❶以外の一戸建て住宅　補助対象経費の３分の２
（上限 9 万円）
③❶❷以外の建築物　補助対象経費の３分の２（一般

建築物は上限 150 万円。面積による補助上限あり）

吹付けアスベストの調査・除去工事補助金
　市内にある建築物に吹き付けられたアスベストの分
析調査や除去工事にかかる費用の一部を補助します。
補助内容
●分析調査　原則、経費の 10 分の 10（1 棟当たり

上限 25 万円）
●除去工事　補助対象経費の３分の２以内（1 棟当た

り上限 400 万円）
※吹付けアスベストのみ対象。成形板（スレートなど）

は対象外
■問都市計画課（市役所５階）☎ 32-2099

スポーツ振興くじ助成金で整備
津山陸上競技場 利用再開

　独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ
振興くじ助成金を受
けて、津山陸上競技
場の走路などを改修
し、写真判定装置を
更新しました。

■問津山陸上競技場 ☎ 24-3773

ご利用ください
ごみ分別アプリ「さんあーる」

　ごみの出し方や収集日を簡単に検索できるほか、ご
みの収集に関する緊急のお知
らせなどの市からの情報を受
け取ることができます。
　ぜひご利用ください。

■問環境事業課 ☎ 32-2203

ご
み
の
野
焼
き
は
禁
止
で
す

６
月
１
日
～
７
日
は
水
道
週
間

令
和
７
年
度
採
用 

職
員
採
用

合
同
説
明
会 

参
加
者
募
集

Android iPhone


